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当レポートは、お客さまからの貴重な声（ご不満・ご要望・ご意見等）の現状を取りまとめると同時に、「お客さまの声を基

点にした業務品質向上ＰＤＣＡ活動」への取り組み状況を掲載し、四半期単位で開示しています。 

お客さまの声受付状況 

 

当社では、日々お寄

せいただく様々な声の

うち、「お客さまからのご

不満」  を適切に抽出

し、「苦情」として「お客

さまの声データベース」

に登録し、分析していま

す。 

苦情受付件数推移 

        

   2018年度第 1四半期の苦情受付件数は 3,373 件、前年比で 4.9％（172件）減少となりました。 

減少した主なお申し出内容区分は、「保険金お支払業務のご連絡の遅れ・手続方法」（244 件減少）、「解約手続き

の遅れ・誤り」（36件減少）です。 

「保険金お支払業務のご連絡の遅れ・手続き方法」の減少は、保険金請求書等の書類発送を機械化したことで、

人為的な送付もれや遅延が減少したことによるものと思われます。 

※お申し出内容区分の詳細については、次頁の表をご確認ください。 

2018 年 1月 5日現在 

2018年度第 1四半期 
（2017年 10月～12月） 

 

大切なお知らせ 

 富士火災海上保険株式会社は、2018 年 1 月 1 日に 

AIU 損害保険株式会社と合併し、AIG 損害保険株式会社と

なりました。 

 当レポートは富士火災の最終四半期分として作成しており

ます。 
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お申し出内容詳細区分別 苦情受付件数 

2018年 1月 5日現在 
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お客さまからの感謝のお言葉、お褒めのお言葉 

     

★ロードサービス 

これまで車に乗っていて初めてロードサービ

ス利用しましたが、手配から現場の対応まで本

当に素晴らしい方ばかりでとても助かりました。 

有難うございました。 

  

★誠実な事故対応 

昨年事故を起こし、事故直後は相手方が交

渉に応じなかったことから弁護士を立てることに

なり、難航が予想されました。しかし事故担当者

の努力と誠実な事故対応で、このたび、円満に

事故解決したとの連絡が入りました。本当に嬉し

かったです。 

★親切、丁寧な事故説明 

自動車保険の事故担当者が、親切、ていね

いにわかり易く説明してくださいました。初めて

の事でしたので本当に助かりました。有難うござ

いました。 

お客さまから届けられた「感謝のお言葉」「お褒めのお言葉」の一部をご紹介します。     

**お客さまからのお言葉原文を掲載しています** 

★丁寧な説明と対応 

けがをし、保険金の請求をした際、代理店担

当者の迅速かつ丁寧な説明に感激しました。 

私の足が不自由でしたので何回も足を運んで

くださいました。ありがとうございました。 

★わかりやすい経過報告 

自動車保険の事故担当者の経過報告は、と

てもわかりやすく説明していただけました。事故

の時は、どうしてよいかわからなかったので、

色々と相談できたので良かったです。 

★わかりやすい説明 

営業担当の方がとても人柄がよく、説明もわかり

やすかったです。 

★安価で内容の充実した商品 

必要最低限の保険料で、良い内容の満足でき

る保険が補償されています。ありがとうございまし

た。 

★頼りになる担当者 

営業担当の方が、いつも丁寧で頼りになりま

す。何かあった時も早いので助かっています。 

★熱意に感動 

インターネットで数社から見積もりをいただきま

したが御社営業の方のみが自宅まで足を運んで

くださいました。丁寧に説明していただき、その熱

心さと熱意に感動しました。 

★素早い対応 

契約時の対応が早い。また、その 1つ 1つの契

約について、解りやすく説明いただき、契約意欲

がわきました。 

★安心・親切 

長年の付き合いですので、安心して任せられま

す。何かあった時などいろいろ聞いてくださいます

ので、とても助かります。 
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適正な保険金お支払いのための審査実施状況 

当社では、保険金支払管理態勢をより強化する観点から「保険金支払管理小委員会」（社外有識者を構成員に含

みます）を毎月運営し、保険金をお支払いできないとした事案や、そのご連絡に係るお客さまからの苦情・不服申立

事案について検証を行い、万一、不十分・不適切な対応と判断された場合には、再調査・再確認を実施しておりま

す。 

2018 年度第 1 四半期（2017 年 10 月～12 月）は、38 件の審査を行い、調査や確認が不十分であると判断された

事案はありませんでした。 

 

審査委員会の実施状況 

（注1）保険始期前発病： 保険始期（補償開始日）前に発病していた疾病に関しては保険金のお支払いはできません。 

（注2）免 責 条 項： 当社が「保険金を支払わない場合」に定めている事由（免責）に関しては保険金のお支払いはできません。 

（注3）告知義務違反： お客さまが保険ご加入に際して当社が告知をお願いした事項に正しくご回答いただけなかった場合は、 

保険契約を解除し、保険金のお支払いはできません。 

（ただし、請求された疾病と告知されなかった疾病との因果関係がない場合はお支払いの対象となります。） 

審査事例 

保険の種類 判断のポイント 事案の概要と審査の結果 

業務災害補償   
総合保険 

≪保険始期前発病≫ 

保険始期前に発病して
いないか 

ご請求いただいた疾病「両白内障」について、主治医へ確
認した結果、保険始期よりも前に発病し治療を行っていたこと
が判明しました。 

 よって、保険始期前発病に該当し、保険金のお支払い対
象とはならないと判断しました。 

グループ傷害保険 
≪補償対象外≫ 

保険事故に該当するか 

「左腸腰筋膿腫」の診断によりご請求をいただきましたが、

医療調査の結果、外傷治療はなく、内因性の発症によるもの

であることが判明しました。 

よって、急激、偶然、外来性が認められず、保険金のお支

払い対象にはならないと判断しました。 

医療総合保険 

≪免責条項≫ 

・免責事由の「酒気帯び
運転」にあたるか 

バイク転倒による「右眼瞼打撲損傷」の診断でご請求をい

ただきましたが、調査の結果、救急搬送時の飲酒量が道路交

通法施行令に定める酒気帯び運転に該当し、被保険者様も

飲酒の事実を認めていることを確認しました。 

よって、免責事由の「飲酒運転」に該当し、保険金のお支払

い対象とはならないと判断しました。 

 

審査事案 
2007～2013

年度 

2014 

年度 

2015 

年度 

2016 

年度 

2017 

年度 

2018年度 

第 1 

四半期 

保険始期前発病（注 1） 381 72 56 44 57 13 

免責条項（注 2） 278 15 24 38 19 3 

告知義務違反（注 3） 472 43 38 28 20 0 

その他 336 56 55 38 41 22 

合計 1,467 186 173 148 137 38 

（単位：件） 

 



5 

お客さまの声を基点にしたＰＤＣＡサイクル活動の展開 

当社では、お客さまからのご不満・ご要望を承る窓口として本社内に「お客さまの声室」を設置し、苦情発生状況等

を正確に把握・管理しています。また、寄せられたお客さまの声への対応については、営業支店・代理店・損害サー

ビスセンター・コールセンターへ的確・迅速に対応指示を行い、お客さまへお応えする態勢を整えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社では、「お客さまの声は、経営にとって貴重な

情報源」として「お客さまの声データベース」に登録し、

業務品質向上に活かすため積極的に収集・分析して

います。 

2011年 4月より、代表取締役社長兼ＣＥＯを議長と

した「ＶＯＣ※会議」を発足させて、業務品質向上への

態勢を強化しています。 

2017年 4月からは、「ＶＯＣ会議」の役割を「お客さ

まの声検証委員会」へ引き継ぎ、開催内容を経営会

議および監査役会へ定期的に報告することにより経

営に活かすための好循環型態勢を形成し、「お客さ

まの声を基点にした業務品質向上 PDCA 活動」へ積

極的に取り組んでいます。 

※Voice of Customer（お客さまの声） 

 

2017年 2月●日 

日 

お客さまの声を基に
①データベースに登録

②収集・分析
③ PDCAサイクル活動を構築

お客さまの声に耳を傾け、各部
門における改善計画をお客さま
の声検証委員会を通じて決定・
実行しています。


